
医療提供体制の拡充について



新型コロナウイルス感染症患者の医療及び療養体制

◆医療及び療養の体制

○自宅療養者等フォ
ローアップチーム

自宅療養者等フォロー
アップ情報センター

入院医療コントロールセンター

○統括班 ○病院調整班

○療養支援班 ○施設療養班

ＰＣＲ等検査陽性の判明 保健所

自宅療養

• 保健所による健康観察
• パルスオキシメーター
貸与、食料品や生活必
需品の提供
【かかりつけ医の支援】

一時的増悪

入 院

◆確保病床
４５３床→４６６床

すぐに使用できる病床
４０３床→４３２床

【感染拡大に向けた対応】
○陽性判明から回復後の転院まで一貫して行う
○コロナ回復後、継続して加療等が必要な方のための療養支援を拡
充する
○自宅療養者等に対する医療的介入を強化する
※ゴールデンウイーク中の医療提供体制の確保に必要な対策を実施

宿泊療養

◆ ８２６室

コロナ回復

療養支援病床

◆ 病床数
２９５床→３１３床

◆ グループ数
２４カ所

老健施設等

◆ 受入可能施設
８０施設

陽性者外来

◆ ２４病院
〔全圏域で設置済〕

訪問診療チーム

・診察
・点滴や酸素療法など

介護をするなどの理由
で自宅療養する高齢
齢者等

＊かかりつけ医がいない
場合など

退
院
・
解
除



【グループ構成】
● 府内で２４グループ （親病院：コロナ受入かつ感染症防止対策加算１）
● 療養支援病床 ３１３床

【対象患者】
● 他の疾患で引き続き加療が必要な者
● 入院中に要介護度が上がりリハビリ等が必要な者
● 加療は必要ないが高齢で直接自宅に戻れない者

【転院調整】
● 対応可能な患者の病態、提供可能な医療内容等をリスト化し共有
● グループ内の調整は各病院で実施
● グループを越える者は入院医療コントロールセンターで実施
● 入院医療コントロールセンターに療養支援班を設置
● 病院間搬送のため福祉タクシー等と搬送契約

【受入病院への支援】
● 患者受入1名に対し１０万円を助成

療養支援病床について

◆コロナ回復患者の搬送体制 （契約済み：９社）

入院コントロールセンター
転院先相談 転院先の決定

府契約タクシー
事業者等

搬送元病院 受入先病院搬送依頼

福祉・一般車両による搬送 ※療養支援病床コロナ回復患者

●コロナ受入病院が院内感染防止に関する研修等を実施
●老健等でコロナ回復者受入可能な施設についてもグループに編成して
いく

コロナ受入病院
搬送元A（親病院）

療養支援病床
受入先C

療養支援病床
受入先D

療養支援病床
受入先E

研
修

コロナ受入病床

搬送元B（子病院）

転

院

◆円滑な転院のため通常時の病院間の関係を活用しグループ化



自宅療養者等の健康支援＜陽性者外来の設置＞

高齢者施設及び大学等におけるPCR検査の強化について

【目的】

● 宿泊療養もしくは自宅療養中の陽性者の病状等が増悪した場合に、診察・検査
ができる医療機関（陽性者外来）を確保し、安心して療養できる医療体制を整備

【概要】
● 胸部レントゲンや胸部CT等の検査が実施できる医療機関を全圏域に設置
4月15日現在 ２４カ所

● 病状等陽性者に関する情報をもとに、入院医療コントロールセンターと協議の
上、保健所が受診先を調整

● 受診時は、民間搬送業者を利用

【陽性者外来への支援】
● 患者受入1名に対し１万円を助成

◇高齢者施設等におけるＰＣＲ検査の重点実施
国の基本的対処方針に基づき、京都府、京都市において、高齢者施設

の職員等に対する検査を重点的に実施する。

【対象施設】 高齢者及び障害者・児の入所施設（府内全域９２０施設）
【対 象 者】 上記施設に従事する職員等 約３６，０００人
【実施期間】 令和３年４月下旬～６月３０日
【実施方法】 ＰＣＲ検査（期間中２回実施）
※まん延防止等重点措置区域（京都市）については、週１回程度実施

※２～３月実施検査の状況（府域全体・４月１４日結果判明分まで）
・７８６施設 34,621人 うち陽性者３人（陽性率0.009％）

◇大学におけるモニタリング検査の実施
クラブ活動参加者や施設実習生等を対象にしたＰＣＲ検査を拡充


